
平成２９年度第６回山口市農業委員会農地部会議事録 

 

１ 日 時  平成２９年９月２１日（木）午前９時３０分～午前１０時１５分 

 

２ 場 所  小郡総合支所 ３階 第５会議室 

 

３ 出席者  （１）出席委員（２０名中１７名：農地部会委員１６名及び会長１名） 

         木原 義則、中川 惠美子、片山 濶之、藤村 守、 

          海地 博志、藤原 敏郎、勝本 紘、渡邉 輝男、 

          恒冨 竹司、長尾 進、金子 哲昌、佐々木 慶市、 

          綾城 初江、田戸 洋志、中村 敏、山根 伊都子、安田 敏男 

 

 

 

       （２）欠席委員（３名） 

小野 基之、藏重 秀雄、永松 之生 

 

 

       （３）事務局 

          末貞局長・山根副参事・開地副主幹・岩本 

 

       （４）会議傍聴人 

          なし 

 

４ 会議   （１）議事録署名委員指名 

 

       （２）議案審議 

 

       （３）その他連絡事項 
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皆様、おはようございます。 

ただいまから平成２９年度第６回山口市農業委員会農地部会を開会いた

します。 

本日は在任委員数１９名中、出席委員数１６名、欠席委員３名、在任委員

の過半数を超えておりますので、本日の会議は成立しております。 

まず、本会議の議事録署名委員に、阿東地区の金子 哲昌委員と北部地区

の中川 惠美子委員を指名します。 

よろしくお願いします。 

 

それでは、議事に入ります。 

本日の審議は、農地法に係る３条・４条・５条、農用地利用集積計画の審

議、農用地利用配分計画に対する意見聴取について、及び現況証明について

です。 

審議後は報告事項として、農地法関係の届出等の状況、転用諮問事案に対

する答申となっております。 

 

それでは、農地法第３条に係る申請についての審議を始めます。 

事務局より議案説明をお願いします。 

 

それでは１ページをお開きください。 

合わせて、参考位置図１ページをお開きください。 

 

議案第１号、仁保下郷です。 

 申請地は、仁保地域交流センターから南西へ２．３ｋｍに位置する農用地

区域内の農地です。 

 申請人は、市内に主たる事務所を有する、農地所有適格法人です。 

譲渡人の要望に応え、申請地を取得し飼料作物の生産を行い農業経営の拡

大を図るものです。 

 取得後の経営規模は、７２８アールとなり、農地法第３条第２項の各号に

は該当せず、許可要件は満たしております。 

 

議案第２号、小郡上郷です。 

 申請地は、ＪＲ仁保津駅から南へ５８０ｍに位置する、集団的に存在する

第１種農地です。 

 申請人は市内に居住し、農業を営む者です。 

自宅近くの申請地を取得して、効率的な営農を図るものです。 

 なお、貸付地は、自らが構成員である農地所有適格法人に貸付けているも
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ので「自ら耕作しないことにつき、特段の事由もなく貸し付けた農地」に該

当しません。 

取得後の経営規模は、７１アールとなり、農地法第３条第２項の各号には

該当せず、許可要件は満たしております。 

 

議案第３号、小郡上郷です。 

 申請地は、ＪＲ仁保津駅から南へ５４０ｍに位置する、公共施設に比較的

近い距離にある、第２種農地です。 

 申請人は市内に居住し、農業を営む者です。 

自宅近くの申請地を取得して、効率的な営農を図るものです。 

 取得後の経営規模は、７４アールとなり、農地法第３条第２項の各号には

該当せず、許可要件は満たしております。 

 

議案第４号、徳地島地です。 

申請地は、徳地地域交流センター島地分館から西へ８４０ｍ及び、西へ９３

０ｍに位置する農用地区域内、及び公共投資の対象となっていない小団地の

第２種農地です。 

申請人は、市内に居住する、農業兼公務員です。 

 基盤整備事業実施予定地を取得し、農業経営の安定化を図るものです。 

 取得後の経営規模は、１６１アールとなります。 

農地法第３条第２項の各号には該当せず、許可要件は満たしております。 

 

議案第５号、阿東徳佐上です。 

申請地は、ＪＲ船平山駅から南東へ７２０ｍ及び、南東へ１．５ｋｍに位置

する農用地区域内の農地です。 

申請人は、市内に居住する、農業兼団体職員です。 

 後継者として贈与を受け、農業経営の安定化を図るものです。 

 取得後の経営規模は、３４３アールとなります。 

農地法第３条第２項の各号には該当せず、許可要件は満たしております。 

 

議案第６号、阿東嘉年上です。 

申請地は、阿東地域交流センター嘉年分館から北へ２．９ｋｍに位置する農

用地区域内の農地です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

申請人は、農地所有適格法人●●●●●●●の構成員であり、当該法人に

利用権設定されている農地を取得するものです。 

 なお、この事案につきましては、法人に収益権が設定されている農地で、
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当該法人の構成員にその所有権を移転する場合であって、当該法人が引き続

き当該農地等の全てを効率的に利用して耕作を行うと認められますので、許

可の対象となるものです。 

 取得後の経営規模は、１３４アールとなります。 

農地法第３条第２項の各号には該当せず、許可要件は満たしております。 

 

以上で農地法第３条の全議案の説明を終了します。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

ただいま事務局から議案説明がありました。 

これらの議案は、先日、担当地区協議会において、現地調査および議案審

議を経て、農地部会に提出されております。担当地区協議会の委員の方は、

補足説明がありましたらお願いします。 

 

それでは議案審議に入ります。 

委員の皆さんの意見を求めます。御意見等はありませんか。 

 

【意見なし】 

 

特に意見がないようですので、以上で農地法第３条申請についての議案審

議を終わります。 

 

それでは採決に入ります。 

ただいま審議しました農地法第３条に係る議案第１号から議案第６号に

ついて一括で採決を行います。 

農地法第３条に係る申請について、許可とすることに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

 【委員挙手（多数）】 

 

挙手多数と認め、ただいま審議しました農地法第３条に係る申請について

は、全て許可といたします。それでは次に、農地法第４条に係る申請につい

ての審議を始めます。事務局より議案説明をお願いします。 

 

それでは６ページをご覧ください。 

合わせて、参考位置図９ページをお開きください。 
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議案第７号、桜畠六丁目です。 

 申請地は、宮野地域交流センターから西へ１ｋｍに位置する、都市計画法の

規定による用途地域が定められた地域内にある、第３種農地です。以下、都市

計画法による用途地域につきましては、単に用途地域内にある第３種農地と説

明させていただきます。 

 申請人は、広島県広島市安佐南区内に居住する会社員です。 

 申請地周辺で駐車場の需要があるため、貸駐車場として造成するものです。 

 

 議案第８号、吉敷中東三丁目です。 

 申請地は、吉敷地域交流センターから東へ８００ｍに位置する、用途地域

内にある第３種農地です。 

 申請人は、市内に居住する会社員です。 

 自己用及び来客者用の駐車場がないため、自宅横を駐車場として敷地拡張す

るものです。 

 

議案第９号、阿知須です。 

申請地は、ＪＲ阿知須駅から南西へ７３０ｍに位置する、公共投資の対象と

なっていない小団地の第２種農地です。 

申請人は、市内に居住し、農業を営む者です。 

申請地周辺は、学校、医療機関及びスーパーが近く需要が見込めるため、共

同住宅を建設するものです。 

なお、議案第１９号の農地法第５条申請が同時に提出されています。 

また、この事案につきましては、１，０００㎡以下ですが都市計画法の規定

による開発許可と同時施行といたします。 

理由としましては、議案第１９号、阿知須の農地所有者が同一人物かつ申請

地が隣接し、面積が合わせて１，０００㎡以上になるため、開発になるもので

す。ただし、事業自体は別計画のためお互いが一体利用地になりません。 

以下、都市計画法による開発許可と同時施行の場合は、単に開発許可と同時

施行と説明させていただきます。 

 

以上の農地法第４条に係る全議案につきましては、議案書及びただいま御

説明しましたとおり、農地法第４条第６項第１号の立地基準に適合してお

り、また、同第２号、第３号及び第４号の一般基準においても、代替地、資

力・権利関係からの計画の妥当性・実現性、及び周辺農業に係る営農条件へ

の影響などを確認したところ問題が無いため、許可要件の全てを満たしてい

るものでございます。御審議よろしくお願いいたします。 
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ただいま事務局から議案説明がありました。 

この議案は、先日、担当地区協議会において現地調査および議案審査を経

て、農地部会に提出されております。 

担当地区協議会の委員の方は、補足説明がありましたらお願いします。 

それでは議案審議に入ります。 

委員の皆さんの意見を求めます。御意見等はありませんか。 

 

【意見なし】 

 

特に意見がないようですので、以上で農地法第４条申請についての議案審

議を終わります。 

 

続きまして、議案第７号から議案第９号について、一括で採決を行います。 

農地法第４条に係る申請について、許可とすることに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

【委員挙手（多数）】 

 

挙手多数と認め、ただいま審議しました農地法第４条に係る申請について

は、山口県農業委員会ネットワーク機構の意見聴取を行い、「適当と認める」

との回答をもって許可といたします。 

 

それでは、次に、農地法第５条に係る申請についての審議を始めます。事

務局より議案説明をお願いします。 

 

それでは、９ページをご覧ください。 

合わせて、参考位置図１２ページをお開きください。 

 

議案第１０号、大内氷上二丁目です。 

申請地は、大内地域交流センターから北西へ３００ｍに位置する、用途地域

内にある第３種農地です。 

申請人は、大島郡周防大島町内に居住する、会社員です。 

申請地周辺は道路の拡幅により利便性が良く需要が見込めるため、貸駐車場

として整備するものです。 

 

議案第１１号、大内氷上七丁目です。 

申請地は、大内地域交流センターから北東へ４２０ｍに位置する、用途地域
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内にある第３種農地です。 

申請人は、市内に本店を有し、不動産業を営む法人です。 

申請地周辺は住宅化が進み、学校やスーパー、医療関係等があり需要が見込

めることから、宅地分譲するものです。 

なお、この事案につきましては、開発許可と同時施行といたします。 

 

議案第１２号、大内矢田北四丁目です。 

申請地は、大内地域交流センターから南東へ６７０ｍに位置する、用途地域

内にある第３種農地です。 

申請人は、市内に本店を有し、不動産業を営む法人です。 

申請地周辺は宅地開発が進み、需要が見込めることから宅地分譲するもので

す。 

なお、この事案につきましては、開発許可と同時施行といたします。 

 

議案第１３号、宮野上です。 

申請地は、宮野地域交流センターから北東へ３５０ｍに位置する、用途地

域内にある第３種農地です。 

申請人は、市内に本店を有し、不動産業を営む法人です。 

申請地周辺は閑静な住宅街であり、需要が見込めることから宅地分譲するも

のです。 

なお、この事案につきましては、開発許可と同時施行といたします。 

 

議案第１４号、古熊二丁目です。 

 申請地は、ＪＲ上山口駅から南へ３００ｍに位置する用途地域内にある第３

種農地です。 

 申請人は、市内に本店を有し、不動産業を営む法人です。 

 申請地周辺は住環境に優れており、需要が見込めるため宅地分譲するもので

す。 

 なお、この事案につきましては、開発許可と同時施行といたします。 

 

 議案第１５号、矢原です。 

 申請地は、ＪＲ矢原駅から南西へ３００ｍに位置する用途地域内にある第３

種農地です。 

 申請人は、市内に本店を有し、不動産業を営む法人です。 

 申請地周辺は宅地化が進み、利便性に優れた生活環境にあり、需要が見込め

るため建売住宅を建設するものです。 
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 議案第１６号、平井です。 

 申請地は、ＪＲ湯田温泉駅から南東へ７６０ｍに位置する用途地域内にある

第３種農地です。 

 申請人は、市内に居住する無職の者です。 

 申請地周辺は住環境に恵まれており、需要が見込めるため共同住宅を建設す

るものです。 

 

 議案第１７号、黒川です。 

 申請地は、平川地域交流センターから南西へ１．３ｋｍに位置する集団的に

存在する第１種農地です。 

 申請人は、市内に居住する会社役員です。 

 事業実施者の工事の増加に伴い、既存の資材置場が手狭となったため、道路

向かいの申請地を貸資材置場として造成するものです。 

なお、この事案につきましては、第１種農地を対象とする農地転用ですが、

申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の業務上必要な施設で集落

に接続して設置されるものであり、農地法施行規則第３３条第４号に該当し、

許可の対象となるものです。 

 

議案第１８号 秋穂東です。 

申請地は、大海総合センターから南西へ６２０ｍに位置する、公共投資の対

象となっていない小団地の第２種農地です。 

申請人は、市内に居住する公務員です。 

申請地の近くに音楽練習場を建設するが、駐車場が不足するため整備するも

のです。 

 

議案第１９号、小郡下郷です。 

申請地は、ＪＲ上郷駅から南西へ６２０ｍに位置する、用途地域内にある第

３種農地です。 

申請人は、市内に本店を有し、不動産業を営む法人です。 

申請地周辺は閑静な場所で、交通の便が良く需要が見込めるため、宅地分譲

するものです。 

 

議案第２０号、阿知須です。 

申請地は、ＪＲ阿知須駅から南西へ７４０ｍに位置する、公共投資の対象と

なっていない、小団地の第２種農地です。 

申請人は、市内に本店を有し、不動産業を営む法人です。 

周辺の宅地化が進み、学校、医療機関及びスーパーが近く需要が見込めるた
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め、建売住宅を建設するものです。 

なお、この事案につきましては、開発許可と同時施行といたします。 

また、議案第９号の農地法第４条許可申請が同時に提出されています。 

 

議案第２１号、阿知須です。 

申請地は、阿知須総合支所から北西へ１５０ｍに位置する、用途地域内にあ

る第３種農地です。 

申請人は、防府市内に本店を有し、不動産業を営む法人です。 

申請地周辺は、公共施設、学校及び幼稚園に近く、交通の便も良いため、住

宅用地として需要が見込めることから、宅地分譲するものです。 

 

議案第２２号、阿知須です。 

申請地は、阿知須総合支所から西へ２．０ｋｍに位置する、公共投資の対象

となっていない、小団地の第２種農地です。 

申請人は、防府市内に居住する、会社員です。 

申請地は、娘家族の住宅に近く、孫の世話をするため、自己用住宅を建設す

るものです。 

なお、この事案につきましては、農用地区域除外後施行といたします。 

 

議案第２３号、阿知須です。 

申請地は、ＪＲ阿知須駅から西へ２．２ｋｍに位置する、公共投資の対象と

なっていない、小団地の第２種農地です。 

申請人は、宇部市内に居住する、会社員です。 

現在借家住まいで、家族も増え手狭になったため、自己用住宅を建設するも

のです。 

 

以上の農地法第５条の全議案につきましては、議案書及び只今御説明しまし

たとおり、農地法第５条第２項第１号の立地基準に適合しており、また、同第

２号、第３号及び第４号の一般基準においても、代替地、資力・権利関係から

の計画の妥当性・実現性、及び周辺農業に係る営農条件への影響などを確認し

たところ問題が無いため、許可要件の全てを満たしているものでございます。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

ただいま事務局から議案説明がありました。 

これらの議案は、先日、担当地区協議会において現地調査および議案審査

を経て、農地部会に提出されております。 

担当地区協議会の委員の方は、補足説明がありましたらお願いします。 
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木原部会長 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

 

 

事務局開地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

それでは議案審議に入ります。 

委員の皆さんの意見を求めます。御意見等はありませんか。 

 

 【意見なし】 

 

特に意見がないようですので、以上で農地法第５条申請についての議案審

議を終わります。 

それでは、採決に入ります。 

ただいま審議しました農地法第５条に係る申請について、議案第１０号か

ら議案第２３号について、一括で採決を行います。 

農地法第５条に係る申請について、全て許可とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

 

【委員挙手（多数）】 

 

挙手多数と認め、ただいま審議しました農地法第５条に係る申請について

は、山口県農業委員会ネットワーク機構の意見聴取を行い、「適当と認める」

との回答をもって許可といたします。 

 

それでは次に、農用地利用集積計画についての審議を行います。事務局よ

り議案説明をお願いします。 

 

それでは、１９ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画について説明いたします。 

 

議案第２４号です。 

地区協議会において、協議していただいたとおりで、 

合計１０３筆１４６，１０２㎡でございます。 

 計画申請の内容は、山口市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想」に適合しているなど農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

ただ今事務局から議案説明がありましたが、各委員さんからこのことにつ

いて何か意見等があればお願いします。 

 

【意見なし】 
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木原部会長 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

 

事務局開地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

海地委員 

 

山根副参事 

 

 

 

 

 

 

海地委員 

 

 

特に意見がないようですので、ただいま審議しました農用地利用集積計画

について、採決を行います。 

決定とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

【委員挙手（多数）】 

 

挙手多数と認め、農用地利用集積計画については、計画案のとおり決定し、

山口市に回答します。 

 

それでは次に、農用地利用配分計画についての審議を行います。 

議案説明を事務局よりお願いします。 

 

それでは、２０ページをご覧ください。 

農用地利用配分計画に対する意見聴取について説明いたします。 

 

議案第２５号です。 

地区協議会において協議していただいたとおりで、 

合計５１筆、８７，６７８㎡でございます。 

計画申請の内容は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第４項

の各要件を満たしております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

 

ただ今事務局から議案説明がありましたが、各委員さんからこのことにつ

いて何か意見等があればお願いします。 

 

 利用者はどういう状況ですか。５１筆の内訳は。 

 

 事務局から配分計画の内容について簡単にご説明させていただきます。５

１筆のほとんどが農事組合法人●●●●●●●の利用権の付け替えで、今ま

で利用権設定されていたものを中間管理機構に設定しかえるという形でこ

の利用配分計画が出されております。若干、１筆か２筆、個人の計画もあっ

たと思いますけれども、ほぼ●●●●●●●の分とご理解いただければと思

います。以上です。 

 

 だいたい今までの利用実績が法人なんですね。わたしが知りたいのは、法

人の方がどういう理由でこれを利用されたかということです。分かればで結

構です。 
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山根副参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海地委員 

 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

 

事務局開地 

 

 事務局からご説明します。お一人お一人に中間管理機構を利用される理由

というのを聞いておりませんけれども、中間管理機構を利用されるというこ

とで、地主さんとのお金や物納のやりとりは中間管理機構の方でやっていた

だけるということと、１０年以上の計画で農地を貸していただけるというと

いったメリットがあると理解しています。法人の利用が多いというのは、地

主さんが多いとお金や物納のやり取りが、それぞれ時期が違ったり中身が違

うものを全部整理して、耕作される方で対応されることになりますけれど

も、機構を使うと機構が全部事務的なことを処理していただけるということ

で、個人もだいたい同じような理由で利用されていると理解しているところ

です。以上です。 

 

今、農地中間管理機構につきましては、山口県では特段のメリットがない

わけですね。事務局から説明がありましたけれども、手続き上のやり取りは

昔の公社で既にやっていたことであってですね、農地中間管理機構を利用し

ようと言う風な声が全国的にありますけれども、まあ山口県は非常に遅れて

おるという風に前々から思っております。そういったわけで今の質問をした

わけです。これで結構です。どうもありがとうございました。 

 

他にありませんか。 

 

【意見なし】 

 

特に意見がないようですので、ただいま審議しました農用地利用配分計画

について、採決を行います。 

 

「異議なし」と回答とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

【委員挙手（多数）】 

 

挙手多数と認め、農用地利用配分計画については、計画案のとおり「異議

なし」として、山口市に回答します。 

 

それでは次に、別段面積適用区域の変更についての審議を行います。 

議案説明を事務局よりお願いします。 

 

議案第２６号、農地法第３条に基づく別段面積の設定について（案）につ

いてご説明いたします。 
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事務局開地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

 

事務局開地 

 

農地法では、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市の区域

内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段面積を定め、農林水

産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第

３条第２項第５号の下限面積として設定できることとなっております。 

 

 本年７月の各地区協議会で別段面積適用区域を変更するかどうかを協議

していただきました。 

 各地区協議会では、現行の３０アールとし、ほ場整備地及びほ場整備計画

区域については５０アールという意見と、市内全域３０アールに変更すると

いう意見に２分されたため、各運営委員の意見集約を行いました。 

 その結果、本年１月より適用した別段面積に基づく許可に関して、問題は

生じておらず、運営委員会は、市内全域を３０アールとしても問題は生じな

いと判断をしました。 

従って、農地部会に対し、議案第２６号として提案することに決定し、本

日の会議にお諮りするものです。 

 

ご審議のほどよろしく御審議願います。 

 

ただ今事務局から議案説明がありましたが、各委員さんからこのことにつ

いて何か意見等があればお願いします。 

 

【意見なし】 

 

特に意見がないようですので、ただいま審議しました別段面積適用区域の

変更について、採決を行います。 

決定とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

【委員挙手（多数）】 

 

挙手多数と認め、別段面積適用区域の変更については、案のとおり決定し

ます。 

 

それでは次に、現況証明についての審議を行います。 

議案説明を事務局よりお願いします 

 

それでは、２２ページをご覧ください。 

合わせて、参考位置図２６ページをお開きください。 
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事務局開地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

議案第２７号、仁保下郷です。 

登記地目が田の土地１３３㎡については、昭和５１年頃に納屋を建設し、

宅地として利用され現在に至るものです。 

昭和４５年１０月以降で２０年以上を経過しているので、本日の会議にお

諮りするものです。 

 

議案第２８号、仁保下郷です。 

登記地目が田の土地３２㎡については、昭和５２年頃から農業用水路とし

て利用され現在に至るものです。 

昭和４５年１０月以降で２０年以上を経過しているので、本日の会議にお

諮りするものです。 

 

議案第２９号、秋穂二島です。 

 登記地目が畑の土地２筆、７３９㎡については、昭和５０年頃から車両置

場となり、昭和５４年頃には、敷地の一部に作業所が建てられ、現在に至る

ものです。 

 昭和４５年１０月以降で２０年以上を経過しているので、本日の会議にお

諮りするものです。 

 

議案第３０号、秋穂東です。 

 登記地目が畑の土地７筆、１２，７７５㎡については、みかん畑として利

用されていたが、平成５年頃に病気が発生し、みかんの木を伐採した。その

後に山林となり、現在に至るものです。 

 昭和４５年１０月以降で２０年以上を経過しているので、本日の会議にお

諮りするものです。 

 

現況証明については以上です。御審議よろしくお願いいたします。 

 

ただ今事務局から議案説明がありましたが、各委員さんから何か意見等が

あればお願いします。 

 

【意見なし】 

 

それでは、特に意見がないようですので議案第３２号から議案第３６号の

現況証明について証明書を発行することに異議なしとする方の挙手を求め

ます。 
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木原部会長 

 

 

 

 

 

事務局開地 

 

 

 

 

 

木原部会長 

 

 

 

 

木原部会長 

 

【委員挙手（多数）】 

 

挙手多数と認め、現況証明につきましては発行することといたします。 

 

以上で本日の議案はすべて終わりました。 

次に、報告事項に入ります。 

事務局から報告をお願いします。 

 

本日お配りしております報告第１号の農地法関係各種届出および通知の

一覧表をご覧ください。 

８月分の受付状況は記載のとおりです。また、報告第２号の諮問事案につ

いては、記載のとおりです。 

報告については以上です。 

 

ただいまの報告について、各委員さんから何かご質問がありましたらお願

いします。 

 

【意見なし】 

 

それでは、報告事項を終わります。以上で本日の農地部会を終了いたしま

す。慎重な御審議ありがとうございました。 
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以上、平成２９年度第６回山口市農業委員会農地部会議事録である。 

 

  平成２９年９月２１日 

 

   山口市農業委員会 会長 安田 敏男 

 

 この議事録は正当であって決議事項に相違ないことを認める。 

 

       部 会 長  木原 義則            印 

 

       署名委員  金子 哲昌            印 

 

       署名委員  中川 恵美子           印 

 

記 録 者  岩本 康英            印 


